
はじめに 

 

 近年、銃器を使用した犯罪が頻発し、市民の社会安全に対する深刻な脅威としての認識

が高まりつつある。平成 19 年 12 月 14 日、長崎県佐世保市内のスポーツクラブに散弾銃を

持った男が押し入り、子どもを含む多数の死傷者が出るという事件が発生した。同事件で

は合法的に許可を受けた許可猟銃が使用されたことから、社会の注目を集めたものである。 

 

平成15年から19年にかけて発生した許可猟銃を使用した凶悪事件は37件となっており、

これには、ストーカー行為を行った者が猟銃所持の許可を受け、その許可猟銃を使用して

犯行に及んだといった事例も含まれていることから、不適格者に対する審査のあり方等、

銃砲規制の厳格化が喫緊の課題となった。 

  

 これを受けて銃刀法の改正議論が起こり、本年 11 月 28 日、国会において改正銃刀法が

成立したところである。今後は下位法令の制定等、改正法の考え方をいかに実務に直結さ

せていくかが課題となろう。 

 

本件調査は、我が国における銃砲行政の検討に資することを目的とし、諸外国における

銃砲行政の在り方（法令の特徴、運用の実際等）に関する情報収集を行ったものである。

調査対象国は、我が国同様、厳格な銃砲行政制度を採用している国及び精神疾患に関する

先進的な評価手法を導入している 6 か国（カナダ、フランス、ドイツ、アメリカ、イギリ

ス、スイス）とした。 

 

調査の結果、複数の国では、銃器を使用した凶悪犯罪（例えば、アメリカのバージニア

工科大学銃乱射事件、イギリスのハンガーフォード事件など）の発生を契機として、銃器

販売の際の身元チェックを強化する等銃器犯罪の防止対策を強化していることが明らかと

なった。また、欧州においては、ＥＵ域内での銃器の移動について共通パスの携帯が行わ

れるようになり、ドイツでは、申請者に対して心理鑑定士による精神鑑定の受診を義務付

けたり、連邦中央登録簿を整備するなどして、不適格者に銃器を所有させないシステムを

構築している。さらに、カナダでは、「カナダ銃器登録オンライン(CFRO)）」システムを整

備して、全国の警察署より銃器の登録状況を確認することが可能となっている点が興味深

い。 

 

本件調査の成果が、我が国の銃砲刀剣類所持等取締法に係る議論のための有益な資料と

なり、市民の安全・安心確保に貢献することを期待してやまない。 

 

              平成 20 年 12 月 

    財団法人社会安全研究財団
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